
 

 

第３８０９号議案 

２ 都 第 ３ １ ２ ２ 号  

福岡県都市計画審議会 殿  
 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１８条第１項の
規定に基づき、次の事項について付議します。 

 

 

北九州都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について 
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北九州都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 
 

 

 

北九州都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を次のように変更する。 
 

（変更内容及び変更理由） 

 別紙の通り 
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北九州都市圏 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（新旧対照表） 

新 旧 
 

1 

 

参考：圏域レベルでの一体的な都市計画の必要性 

（図）▲４圏域の構造 

  ・「那珂川市」 

・久留米市田主丸地区、城島地区を非線引き都市計画区域に着色 

 

 

１．圏域の現状と課題 

（１）北九州都市圏の現状 

１）人口 

北九州都市圏は、全国的な人口減少と同様に、人口が減少している地

域です。 

国立社会保障・人口問題研究所の市区町村別将来人口推計（平成 30

年 3 月）によると、本計画の目標年次である令和 17 年の北九州都市圏

の人口は、約 110 万人で、現在より約 14％の減少が予想されていま

す。（※現在の北九州都市圏人口 約 128 万人[平成 27年国勢調査]） 

 

（２）北九州都市圏の課題 

１）県に共通する課題 

〇人口減少への対応 

本県の人口については、近い将来、減少に転じることが予測されてお

り、地域ごとでは、既に人口減少が始まっている地域が多く見られます。 

これにより、郊外部では空き家・空き地の増加による防犯性や市街地

環境の悪化、公共交通や生活利便施設の撤退などが進み、生活環境が大

きく悪化していくことが懸念されます。 

参考：圏域レベルでの一体的な都市計画の必要性 

（図）▲４圏域の構造 

  ・「那珂川町」 

 

 

 

１．圏域の現状と課題 

（１）北九州都市圏の現状 

１）人口 

北九州都市圏は、全国的な人口減少と同様に、人口が減少している地

域です。 

国立社会保障・人口問題研究所の市区町村別将来人口推計（平成 24

年 1 月）によると、本計画の目標年次である平成 42 年の北九州都市

圏の人口は、約 115 万人で、現在より約 12％の減少が予想されていま

す。（※現在の北九州都市圏人口 約 131 万人[平成 22年国勢調査]） 

 

（２）北九州都市圏の課題 

１）県に共通する課題 

〇人口減少への対応 

本県の人口については、近い将来、人口減少に転じることが予測され

ています。 

これにより、郊外部では空き家・空き地の増加による防犯性や市街地

環境の悪化、公共交通や生活利便施設の撤退などが進み、生活環境が大

きく悪化していくことが懸念されます。 
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また、都市の中心部においても、小さな敷地単位で空き店舗や空き地

等が散発的に発生する「都市のスポンジ化」が進行し、必要な生活サー

ビス施設が失われるなど、生活利便性の低下や、日常的な管理が行われ

ていない土地・建物が増えることによる治安・景観の悪化などが懸念さ

れます。 

 

２．都市計画の目標 

（１）都市づくりの基本理念 

１）持続可能な、快適で魅力ある都市生活を身近な街なかで送ることができ

る都市づくり 

  人口減少社会や高齢社会において、必要な都市機能や公共交通が維持

され、環境負荷が少なく多様な世代が快適で魅力ある都市生活を身近な

街なかで送ることができる「持続可能な都市づくり」を進めるため、拠

点と公共交通軸沿線への都市機能の集積を目指します。 

 －中略－ 

  特に都市再生特別措置法に基づく「都市再生緊急整備地域」に指定さ

れている「小倉駅周辺地域」では、都市開発事業等を促進することによ

り、豊かで快適な活力に満ちた都市の形成を目指します。また、拠点間

を結び、集住や都市機能の集約を促進していく軸（以下「公共交通軸」

という。）を設定し、拠点間の交流や交通需要を創出しながら、公共交

通の維持・充実を図り、多様な交通手段の確保と都市機能の相互補完を

図ります。 

 

また、現況で高齢者数が多い都市の中心部においても、身近な店舗

等が急速に減少するなど、日常生活に関わる様々な問題の発生が懸念

されます。 

 

 

 

２．都市計画の目標 

（１）都市づくりの基本理念 

１）持続可能な、快適で魅力ある都市生活を支える集約型の都市づくり 

  

 都市部における持続可能な社会を構築する上での種々の課題に的確

に対応していくために、環境負荷が少なく多様な世代が快適で魅力あ

る都市生活を身近な街なかで送ることのできる「集約型の都市づく

り」への転換を目指します。 

 －中略－ 

特に都市再生特別措置法に基づく「都市再生緊急整備地域」に指定

されている「小倉駅周辺地域」「黒崎駅南地域」では、都市開発事業

等を促進することにより、豊かで快適な活力に満ちた都市の形成を目

指します。また、拠点間を結び、集住や都市機能の集約を促進してい

く軸（以下「公共交通軸」という。）を新たに設定し、拠点間の交流

や交通需要を創出しながら、公共交通の維持・充実を図り、多様な交

通手段の確保と都市機能の相互補完を図ります。 
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４）多様な主体が参画するまちづくり 

多様化・複雑化する地域課題に対応しつつ、地域の特性に応じたまち

の賑わいや、都市の魅力の向上等を図るためには、行政が中心となった

取組みだけでは限界が生じているため、地域住民をはじめ、ＮＰＯ、企

業、大学、地域金融機関等の多様な主体が積極的に参画するまちづくり

を目指します。 

 

 （図）持続可能な都市づくりのイメージ 

 

（３）基本的事項 

１）目標年次 

本計画は、おおむね 20年後の都市の姿を展望するものとし、目標年

次を令和 17 年とします。（但し、区域区分は 10年後、都市施設及び市

街地開発事業については、おおむね 10年以内を想定します。） 

 

  （図）▲福岡都市圏の範囲 

    ・「那珂川市」 

・久留米市田主丸地区、城島地区を非線引き都市計画区域に着色 

 

 

３．区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

（１）区域区分の有無 

   本圏域の各都市計画区域の区域区分は、北九州広域都市計画区域に区

域区分を定めます。その他の２都市計画区域は、区域区分を定めないこ

４）住民が主体の参加と協働によるまちづくりを進める 

住民が支えあいながら生活できるまちづくりや、住民の主体的な参

加に基づくまちづくり、民間の力を活用したまちづくりを目指しま

す。 

 

 

 

 （図）集約型の都市づくりのイメージ 

 

（３）基本的事項 

１）目標年次 

本計画は、おおむね 20年後の都市の姿を展望するものとし、目標

年次を平成 42年とします。（但し、区域区分は 10年後、都市施設及

び市街地開発事業については、おおむね 10年以内を想定します。） 

 

  （図）▲福岡都市圏の範囲 

    ・「那珂川町」 

 

 

 

３．区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

（１）区域区分の有無 

   本圏域の各都市計画区域の区域区分は、北九州広域都市計画区域に

区域区分を定めます。その他の２都市計画区域は、区域区分を定めな
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ととします。 

 

  （表） 

   遠賀広域都市計画区域 

     －前略－ 

     また、一部地域で人口集中地区（ＤＩＤ）の指定がなされており、

産業等の動向は若干の増加傾向を示しているが、地理的条件により無

秩序に市街地が拡大する可能性は低いと判断する。 

   京築広域都市計画区域 

    －前略－ 

     一部地域で人口集中地区（ＤＩＤ）の指定がなされているが、産業

等の動向は横ばい傾向を示しており、今後、急激かつ無秩序に市街地

が拡大する可能性は低いと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いこととします。 

 

  （表） 

   遠賀広域都市計画区域 

     －前略－ 

     また、一部地域で人口集中地区（ＤＩＤ）の指定がなされてお

り、産業等の動向は若干の増加傾向を示しているが、地理的条件に

より無秩序な市街化が拡大する可能性は低いと判断する。 

   京築広域都市計画区域 

    －前略－ 

     一部地域で人口集中地区（ＤＩＤ）の指定がなされているが、産

業等の動向は横ばい傾向を示しており、今後、急激かつ無秩序な市

街化が拡大する可能性は低いと判断する。 
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（２）区域区分の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．主要な都市計画の決定等の方針 

（１）都市構造の形成方針 

１）基本方針 

   －前略－ 

（２）区域区分の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．主要な都市計画の決定等の方針 

（１）都市構造の形成方針 

１）基本方針 

－前略－ 
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    このため、人口減少・高齢社会の到来に対応する都市づくりにおい

ては、広域的な都市連携を進めるとともに、個々の都市特性に応じた

都市形成が重要になります。今後は、これまでの拠点形成の考え方に

加え、各拠点を効率的に接続する公共交通軸を設定し、同軸沿線の一

部にも都市機能や居住機能の誘導を行うことにより、これまでの“拠

点を中心とした都市づくり”から、“拠点と公共交通軸による都市づく

り”へと拡充を図り、多様な世代が便利な場所で暮らせる質の高い都

市づくりを進めていきます。 

  

（イ）整備水準の目標 

将来の都市構造や土地利用を踏まえ、効果の高い都市施設の整備を

推進し、広域交通体系の強化、交通手段の連携、安全で快適な交通環

境の実現を目指します。 

 

２）将来における都市構造 

北九州都市圏 現況※2 R17 

人口指標 １．０６ １．０８以上 

商業指標 ２．９０ ２．９以上 

交通指標 １．２４ １．２４以上 

 

 

 

 ３）都市機能が拠点と公共交通軸沿線に集積する都市づくりの効果 

拠点と公共交通軸を設定することにより、商業、医療、文化などをは

   このため、人口減少・高齢社会の到来に対応する都市づくりにお

いては、広域的な都市連携を進めるとともに、個々の都市特性に応

じた集約型の都市形成が重要になります。今後は、これまでの拠点

形成の考え方に加え、各拠点を効率的に接続する公共交通軸を設定

し、同軸沿線の一部にも都市機能や居住機能の誘導を行うことによ

り、これまでの“拠点を中心とした都市づくり”から、“拠点と公

共交通軸による集約型の都市づくり”へと拡充を図り、便利な場所

で暮らせる集約型の都市づくりを進めていきます。 

 

（イ）整備水準の目標 

将来の都市構造や土地利用を踏まえ、効果の高い都市施設の整備を 

推進し、広域交通体系の強化、交通手段の連携、安全で快適な交通環

境の実現を目指す。 

 

２）将来における都市構造 

北九州都市圏 現況※2 H42 

人口指標 １.０５ １.０５以上 

商業指標 ３.１９ ４.０２以上 

交通指標 １.２７ １.２７以上 

 

 

 

３）集約型都市づくりによる効果 

 集約型都市づくりを目指し、拠点に加えて公共交通軸を新たに設定
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じめとした生活サービスなどの都市機能を、公共交通が使いやすい沿線

に呼び戻していきます。 

 

－中略－ 

以下に、都市機能が拠点と公共交通軸沿線に集積する都市づくりに

より期待される効果を示します。 

① 居住機能及び都市機能の集約と公共交通利用促進の相乗効果 

 

② インフラの維持管理コストの削減等、行政コストの効果的な運用 

③ 公共交通軸も含めて大規模集客施設を立地誘導することによる持

続可能な都市づくりの促進 

④ 歩いて暮らせる安全・安心・快適なスマートウェルネスシティの実

現 

⑤ 公共投資の効果的集約による質が高く暮らしやすい空間の形成の

推進 

⑥ 将来性のある地区の事前把握による、民間事業者の投資促進、投資

効果の向上 

⑦ 環境負荷の低減による低炭素型都市づくりの推進 

⑧ 市街地集約による自然地の保全 

 

４）公共交通軸沿線まちづくりの促進 

高齢者や環境に優しい都市づくりに向けて、公共交通軸の沿線に居住

を誘導し、居住者が医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービスを

利用できるようにすることが必要です。 

することにより、商業、医療、文化などをはじめとした生活サービス

などの都市機能を、公共交通が使いやすい沿線に呼び戻していきま

す。 

－中略－ 

  以下に、新たに公共交通軸を加えた集約型の都市づくりにより期待

される効果を示します。 

①公共交通軸設定による居住機能及び都市機能の集約と公共交通利

用促進の相乗効果 

②インフラの維持管理コストの削減等、行政コストの効果的な運用 

③公共交通軸も含めて大規模集客施設を立地誘導することによる集

約型の都市づくりの促進 

④歩いて暮らせる安全・安心・快適なスマートウェルネスシティの実

現 

⑤公共投資の効果的集約による質が高く暮らしやすい空間の形成の

推進 

⑥将来性のある地区の事前把握による、民間事業者の投資促進、投資

効果の向上 

⑦環境負荷の低減による低炭素型都市づくりの推進 

⑧市街地集約による自然地の保全 

 

４）公共交通軸沿線まちづくりの促進 

集約型の都市づくりを進める一つの方策として、公共交通軸の沿線

に居住を誘導し、居住者が医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サ

ービスを利用できるようにすることが必要です。 
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６）市町村の定める都市計画の協議の判断基準等について 

都市計画に関する市町村から県に対する協議のうち、「福岡県都市計画

基本方針」（平成27年10月）の趣旨に沿った都市計画に関しては、本計画

に準ずるものとして取り扱いを検討します。 

その際、関係市町村と協議の上、都市計画マスタープラン及び立地

適正化計画、地域公共交通計画等の各種関連計画における位置づけ

や、都市計画基礎調査に基づく都市構造の分析などにより、総合的に

判断し、必要に応じて本計画の見直しを検討していきます。 

 

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

－前略－ 

具体的には、福岡市の都心部や各拠点を中核とする多心ネットワーク

型都市構造の形成に向けて、メリハリのある効率的かつ効果的な土地利

用の誘導を図ります。 

これに当たり、圏域内の市町は、広域的連携を図りつつ、都市機能が

拠点と公共交通軸沿線に集積する都市づくりに向けた都市計画を定める

必要があります。 

  〇都市再生に向けた対応 

   －前略－ 

    今後は、東九州自動車道、その他の広域交通プロジェクトの実施や、

公共施設マネジメントやリノベーションまちづくりなどの都市再生を

進めるなど、市街地拡大を抑制し、誰もが暮らしやすく環境に配慮し

 

６）市町村の定める都市計画の協議・同意の判断基準等について 

都市計画に関する市町村の申し出のうち、集約型の都市づくり等の

「福岡県都市計画基本方針」（平成27年10月）の趣旨に沿った都市計画

に関しては、本計画に準ずるものとして取り扱いを検討します。 

その際、関係市町村と協議の上、都市計画マスタープラン及び立地

適正化計画、地域公共交通網形成計画等の各種関連計画における位置

づけや、都市計画基礎調査に基づく都市構造の分析などにより、総合

的に判断し、本計画の見直しを検討していきます。 

 

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）基本方針 

－前略－ 

具体的には、福岡市の都心部や各拠点を中核とする多心ネットワー

ク型都市構造の「集約型の都市づくり」の実現に向けて、メリハリのあ

る効率的かつ効果的な土地利用の誘導を図ります。 

これに当たり、圏域内の市町は、広域的連携を図りつつ、「集約型

都市づくり」に寄与する都市計画を定める必要があります。 

 

〇都市再生に向けた対応 

   －前略－ 

 今後は、東九州自動車道、その他の広域交通プロジェクトの実施

や、公共施設マネジメントやリノベーションまちづくりなどの都市

再生を進めるなど、市街地拡大を抑制し、誰もが暮らしやすく環境
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た都市づくりへの転換が必要です。 

 

 ２）市街地の土地利用方針 

  ②市街地において特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の

方針 

（エ）市街地の低密度化への対応に関する方針 

拠点として都市機能や居住を誘導すべき市街地においても、人口減

少等を背景に、小さな敷地単位で低未利用地が散発的に発生する「都

市のスポンジ化」が進行している地域においては、従来の規制的な土

地利用コントロールに加えて、低未利用地の利用促進や発生の抑制等

に向けた適切な対応を図ります。 

また、地形条件から居住地として利用可能性が低い地区、市街地

として維持を図る必要性が低いと判断された地区においては、自然

的環境への回帰もしくは公園・駐車場などの都市的ながらも低密度

な土地の活用を図ります。 

 

３）市街化調整区域の土地利用方針 

人口減少・高齢社会の到来を控え、持続可能な都市づくりを実現す

るためには、市街化区域の拡大を必要最小限に抑え、将来の逆線引き

の適用等も見据える必要があります。 

 

６）市町の定める都市計画の協議の判断基準等について 

都市計画に関する市町から県に対する協議のうち、「福岡県都市計画基

本方針」（平成27年10月）の趣旨に沿った都市計画に関しては、本計画に

に配慮した集約型の都市づくりへの転換が必要です。 

 

２）市街地の土地利用方針 

  ②市街地において特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の

方針 

（エ）市街地の低密度化への対応に関する方針 

 

 

 

 

 

地形条件から居住地として利用可能性が低い地区、市街地として

維持を図る必要性が低いと判断された地区においては、自然的環境

への回帰もしくは公園・駐車場などの都市的ながらも低密度な土地

の活用を図ります。 

 

３）市街化調整区域の土地利用方針 

人口減少・高齢社会の到来を控え、集約型都市を実現するために

は、市街化区域の拡大を必要最小限に抑え、将来の逆線引きの適用

等も見据える必要があります。 

 

６）市町村の定める都市計画の協議・同意の判断基準等について 

都市計画に関する市町村の申し出のうち、「福岡県都市計画基本方

針」（平成27年10月）の趣旨に沿った都市計画に関しては、本計画に準
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準ずるものとして取り扱いを検討します。 

その際、関係市町と協議の上、都市計画マスタープラン及び立地適

正化計画、地域公共交通計画等の各種関連計画における位置づけや、

都市計画基礎調査に基づく都市構造の分析などにより、総合的に判断

し、必要に応じて本計画の見直しを検討していきます。 

 

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

１）交通施設の都市計画の決定の方針 

①基本方針 

（ア）交通体系の整備の方針 

－前略－ 

骨格道路網については、高規格幹線道路と一体的に機能する国

道、県道、街路網整備を推進することにより、都市間の道路網の形

成と強化を図り、持続可能な都市づくりを支える道路網の形成を促

進します。 

－中略－ 

誰もが自由に移動することができる持続可能な交通体系の構築を図

るため、高齢者・障がい者等が利用しやすい移動手段である公共交通

サービスの支援や、コミュニティバスの運行やデマンド交通など生活

に身近な生活交通確保の取組みを促進します。 

 

－中略－ 

国際拠点港湾として位置づけられた北九州港については、港湾機

能の強化を図るため、岸壁・係留施設の整備や臨港道路等の道路網

ずるものとして取り扱いを検討します。 

その際、関係市町村と協議の上、都市計画マスタープラン及び立地

適正化計画、地域公共交通網形成計画等の各種関連計画における位置

づけや、都市計画基礎調査に基づく都市構造の分析などにより、総合

的に判断し、本計画の見直しを検討していきます。 

 

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

 １）交通施設の都市計画の決定の方針 

①基本方針 

（ア）交通体系の整備の方針 

－前略－ 

骨格道路網については、高規格幹線道路と一体的に機能する国

道、県道、街路網整備を推進することにより、都市間の道路網の形

成と強化を図り、集約型の都市づくりを支える道路網の形成を促進

します。 

－中略－ 

誰もが自由に移動することができる持続可能な交通体系の構築を

図るため、高齢者・障害者等が利用しやすい移動手段である公共交通

サービスの支援や、コミュニティバスの運行やデマンド交通といっ

た新たな運行形態の導入など生活交通確保の取り組みを促進しま

す。 

－中略－ 

国際拠点港湾として位置づけられた北九州港については、国際複

合一貫輸送の促進に向けて臨港道路等の道路網拡充や岸壁・係留施
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拡充等の交通結節機能の整備を促進します。 

 

（イ）整備水準の目標 

将来の都市構造や土地利用を踏まえ、効果の高い都市施設の整備を

推進し、広域交通体系の強化、交通手段の連携、安全で快適な交通環

境の実現を目指します。 

 

（エ）港湾・空港 

北九州空港は、九州で唯一24時間離発着可能な空港で、企業・住民

ニーズの高いビジネス・観光路線や早朝・深夜便を誘致するとともに、

貨物拠点空港として発展することを目指します。 

 

③主要な施設の整備の目標 

（ア）道路 

（表）「中間市 仮家大膳橋線 中間水巻線  塘ノ内砂山線 」 

 

４）市町村の定める都市計画の協議の判断基準等について 

都市計画に関する市町村から県に対する協議のうち、「福岡県都市計画

基本方針」（平成27年10月）の趣旨に沿った都市計画に関しては、本計画

に準ずるものとして取り扱いを検討します。 

その際、関係市町村と協議の上、都市計画マスタープラン及び立地

適正化計画、地域公共交通計画等の各種関連計画における位置づけ

や、都市計画基礎調査に基づく都市構造の分析などにより、総合的に

判断し、必要に応じて本計画の見直しを検討していきます。 

設や交通結節機能等の整備による港湾機能の強化を図ります。 

 

（イ）整備水準の目標 

将来の都市構造や土地利用を踏まえ、効果の高い都市施設の整備を 

推進し、広域交通体系の強化、交通手段の連携、安全で快適な交通環

境の実現を目指す。 

 

（エ）港湾・空港 

北九州空港は、九州で唯一24時間の利用が可能であり、企業・住民

ニーズの高いビジネス・観光路線や早朝・深夜便を誘致するととも

に、貨物拠点空港として発展することを目指します。 

 

③主要な施設の整備の目標 

（ア）道路 

（表）「中間市 仮家大膳橋線 中間水巻線 」 

 

４）市町村の定める都市計画の協議・同意の判断基準等について 

都市計画に関する市町村の申し出のうち、集約型の都市づくり等の

「福岡県都市計画基本方針」（平成27年10月）の趣旨に沿った都市計画

に関しては、本計画に準ずるものとして取り扱いを検討します。 

その際、関係市町村と協議の上、都市計画マスタープラン及び立地

適正化計画、地域公共交通網形成計画等の各種関連計画における位置

づけや、都市計画基礎調査に基づく都市構造の分析などにより、総合

的に判断し、本計画の見直しを検討していきます。 
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